
「輸入申告事項登録（IDA）」・「輸出申告事項登録（EDA）」業務等
の識別符号の入力チェックの変更

IDA業務やEDA業務等で輸出入者コード欄に法人番号が入力され、識別符号欄に「３」が入力された場合
に、エラーが出力されるようになりました。

仕様変更前 仕様変更後

IDA入力画面

123456..............
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※識別符号

１：法人（法人番号を有する者） ２：法人番号を有しない者及び個人 ３：不明

識別符号「3：不明」の場合であっても、
法人番号を入力して事項登録が可能。

識別符号「3：不明」の場合、

法人番号を入力するとエラーになる。

法人番号の入力は、

識別符号「1：法人」の場合のみ可能。


